
議案第８０号

さいたま市消防関係事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について

さいたま市消防関係事務手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。

平成３０年２月６日提出

さいたま市長 清 水 勇 人

さいたま市消防関係事務手数料条例の一部を改正する条例

さいたま市消防関係事務手数料条例（平成１３年さいたま市条例第７４号）の一部

を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

事務の種類 手数料の額

１ ［略］

２ 法第１１条第１項前段の 

 規定による危険物の製造所、

 貯蔵所又は取扱所の設置の

許可の申請に対する審査 

 ［略］ ［略］ 

 貯蔵所  

  ア・イ ［略］ ［略］ 

  ウ 準特定屋外タンク貯

蔵所（岩盤タンクに係

る屋外タンク貯蔵所を

除く。） 

１件につき 

５７０，００

０円 

  エ 特定屋外タンク貯蔵

所（浮き屋根式特定屋

外タンク貯蔵所（浮き

屋根を有する特定屋外

貯蔵タンクのうち、地

方公共団体の手数料の

標準に関する政令に規

定する総務省令で定め

る金額等を定める省令

事務の種類 手数料の額

１ ［略］

２ 法第１１条第１項前段の 

規定による危険物の製造所、

 貯蔵所又は取扱所の設置の

許可の申請に対する審査

 ［略］ ［略］ 

 貯蔵所  

  ア・イ ［略］ ［略］ 

  ウ 準特定屋外タンク貯

蔵所（岩盤タンクに係

る屋外タンク貯蔵所を

除く。） 

１件につき 

５３０，００

０円 

  エ 特定屋外タンク貯蔵

所（浮き屋根式特定屋

外タンク貯蔵所（浮き

屋根を有する特定屋外

貯蔵タンクのうち、地

方公共団体の手数料の

標準に関する政令に規

定する総務省令で定め

る金額等を定める省令



（平成１２年自治省令

第５号）第１条の２に

規定する特定屋外タン

ク貯蔵所をいう。オに

おいて同じ。）、浮き

蓋付特定屋外タンク貯

蔵所（浮き蓋付きの特

定屋外貯蔵タンクのう

ち、同令第１条の３に

規定する特定屋外タン

ク貯蔵所をいう。オに

おいて同じ。）及び岩

盤タンクに係る屋外タ

ンク貯蔵所を除く。）

（ア） 危険物の貯蔵最大

数量が１，０００キ

ロリットル以上５，

０００キロリットル

未満のもの

１件につき 

８８０，００

０円

（イ） 危険物の貯蔵最大

数量が５，０００キ

ロリットル以上１０

，０００キロリット

ル未満のもの

１件につき 

１，０７０，

０００円

（ウ） 危険物の貯蔵最大

数量が１０，０００

キロリットル以上５

０，０００キロリッ

トル未満のもの

１件につき 

１，２００，

０００円

（エ） 危険物の貯蔵最大

数量が５０，０００

キロリットル以上１

００，０００キロリ

ットル未満のもの

１件につき 

１，５２０，

０００円

（オ） 危険物の貯蔵最大

数量が１００，００

０キロリットル以上

２００，０００キロ

リットル未満のもの

１件につき 

１，７８０，

０００円

（カ） 危険物の貯蔵最大

数量が２００，００

０キロリットル以上

３００，０００キロ

リットル未満のもの

１件につき 

４，０７０，

０００円

（キ） 危険物の貯蔵最大

数量が３００，００

０キロリットル以上

４００，０００キロ

リットル未満のもの

１件につき 

５，３４０，

０００円

（平成１２年自治省令

第５号）第１条の２に

規定する特定屋外タン

ク貯蔵所をいう。オに

おいて同じ。）、浮き

蓋付特定屋外タンク貯

蔵所（浮き蓋付きの特

定屋外貯蔵タンクのう

ち、同令第１条の３に

規定する特定屋外タン

ク貯蔵所をいう。オに

おいて同じ。）及び岩

盤タンクに係る屋外タ

ンク貯蔵所を除く。）

（ア） 危険物の貯蔵最大

数量が１，０００キ

ロリットル以上５，

０００キロリットル

未満のもの

１件につき 

８３０，００

０円

（イ） 危険物の貯蔵最大

数量が５，０００キ

ロリットル以上１０

，０００キロリット

ル未満のもの

１件につき 

１，０１０，

０００円

（ウ） 危険物の貯蔵最大

数量が１０，０００

キロリットル以上５

０，０００キロリッ

トル未満のもの

１件につき 

１，１２０，

０００円

（エ） 危険物の貯蔵最大

数量が５０，０００

キロリットル以上１

００，０００キロリ

ットル未満のもの

１件につき 

１，４２０，

０００円

（オ） 危険物の貯蔵最大

数量が１００，００

０キロリットル以上

２００，０００キロ

リットル未満のもの

１件につき 

１，６６０，

０００円

（カ） 危険物の貯蔵最大

数量が２００，００

０キロリットル以上

３００，０００キロ

リットル未満のもの

１件につき 

３，８８０，

０００円

（キ） 危険物の貯蔵最大

数量が３００，００

０キロリットル以上

４００，０００キロ

リットル未満のもの

１件につき 

５，１００，

０００円



（ク） 危険物の貯蔵最大

数量が４００，００

０キロリットル以上

のもの

１件につき 

６，４９０，

０００円

  オ 浮き屋根式特定屋外

タンク貯蔵所又は浮き

蓋付特定屋外タンク貯

蔵所 

（ア） 危険物の貯蔵最大

数量が１，０００キ

ロリットル以上５，

０００キロリットル

未満のもの

１件につき 

１，１８０，

０００円

（イ） 危険物の貯蔵最大

数量が５，０００キ

ロリットル以上１０

，０００キロリット

ル未満のもの

１件につき 

１，４１０，

０００円

（ウ） 危険物の貯蔵最大

数量が１０，０００

キロリットル以上５

０，０００キロリッ

トル未満のもの

１件につき 

１，５８０，

０００円

（エ） 危険物の貯蔵最大

数量が５０，０００

キロリットル以上１

００，０００キロリ

ットル未満のもの

１件につき 

１，９４０，

０００円

（オ） 危険物の貯蔵最大

数量が１００，００

０キロリットル以上

２００，０００キロ

リットル未満のもの

１件につき 

２，２６０，

０００円

（カ） 危険物の貯蔵最大

数量が２００，００

０キロリットル以上

３００，０００キロ

リットル未満のもの

１件につき 

４，５５０，

０００円

（キ） 危険物の貯蔵最大

数量が３００，００

０キロリットル以上

４００，０００キロ

リットル未満のもの

１件につき 

５，８２０，

０００円

（ク） 危険物の貯蔵最大

数量が４００，００

０キロリットル以上

のもの

１件につき 

７，０７０，

０００円

  カ 岩盤タンクに係る屋  

（ク） 危険物の貯蔵最大

数量が４００，００

０キロリットル以上

のもの

１件につき 

６，２９０，

０００円

  オ 浮き屋根式特定屋外

タンク貯蔵所又は浮き

蓋付特定屋外タンク貯

蔵所 

（ア） 危険物の貯蔵最大

数量が１，０００キ

ロリットル以上５，

０００キロリットル

未満のもの

１件につき 

１，１３０，

０００円

（イ） 危険物の貯蔵最大

数量が５，０００キ

ロリットル以上１０

，０００キロリット

ル未満のもの

１件につき 

１，３４０，

０００円

（ウ） 危険物の貯蔵最大

数量が１０，０００

キロリットル以上５

０，０００キロリッ

トル未満のもの

１件につき 

１，５００，

０００円

（エ） 危険物の貯蔵最大

数量が５０，０００

キロリットル以上１

００，０００キロリ

ットル未満のもの

１件につき 

１，８３０，

０００円

（オ） 危険物の貯蔵最大

数量が１００，００

０キロリットル以上

２００，０００キロ

リットル未満のもの

１件につき 

２，１４０，

０００円

（カ） 危険物の貯蔵最大

数量が２００，００

０キロリットル以上

３００，０００キロ

リットル未満のもの

１件につき 

４，３５０，

０００円

（キ） 危険物の貯蔵最大

数量が３００，００

０キロリットル以上

４００，０００キロ

リットル未満のもの

１件につき 

５，５７０，

０００円

（ク） 危険物の貯蔵最大

数量が４００，００

０キロリットル以上

のもの

１件につき 

６，７７０，

０００円

  カ 岩盤タンクに係る屋  



外タンク貯蔵所 

（ア） 危険物の貯蔵最大

数量が４００，００

０キロリットル未満

のもの

１件につき 

５，９３０，

０００円

（イ） 危険物の貯蔵最大

数量が４００，００

０キロリットル以上

５００，０００キロ

リットル未満のもの

１件につき 

７，４７０，

０００円

（ウ） 危険物の貯蔵最大

数量が５００，００

０キロリットル以上

のもの

１件につき 

１０，９００

，０００円

  キ～シ ［略］ ［略］

 ［略］ ［略］ 

３～５ ［略］

６ 法第１１条の２第１項及

び危険物の規制に関する政

令第８条の２第７項の規定

による危険物の製造所、貯

蔵所又は取扱所の完成検査

前検査

 製造所、貯蔵所又は取

扱所の設置の許可に係る

完成検査前検査

  ア・イ ［略］ ［略］

  ウ 基礎・地盤検査

（ア） 危険物の貯蔵最大

数量が１，０００キ

ロリットル以上５，

０００キロリットル

未満の特定屋外タン

ク貯蔵所

１件につき 

４２０，００

０円

（イ） 危険物の貯蔵最大

数量が５，０００キ

ロリットル以上１０

，０００キロリット

ル未満の特定屋外タ

ンク貯蔵所

１件につき 

５６０，００

０円

（ウ） 危険物の貯蔵最大

数量が１０，０００

キロリットル以上５

０，０００キロリッ

トル未満の特定屋外

タンク貯蔵所

１件につき 

７３０，００

０円

（エ） 危険物の貯蔵最大 １件につき 

外タンク貯蔵所 

（ア） 危険物の貯蔵最大

数量が４００，００

０キロリットル未満

のもの

１件につき 

５，７５０，

０００円

（イ） 危険物の貯蔵最大

数量が４００，００

０キロリットル以上

５００，０００キロ

リットル未満のもの

１件につき 

７，２５０，

０００円

（ウ） 危険物の貯蔵最大

数量が５００，００

０キロリットル以上

のもの

１件につき 

１０，７００

，０００円

  キ～シ ［略］ ［略］

 ［略］ ［略］

３～５ ［略］

６ 法第１１条の２第１項及

び危険物の規制に関する政

令第８条の２第７項の規定

による危険物の製造所、貯

蔵所又は取扱所の完成検査

前検査

 製造所、貯蔵所又は取

扱所の設置の許可に係る

完成検査前検査

  ア・イ ［略］ ［略］

  ウ 基礎・地盤検査

（ア） 危険物の貯蔵最大

数量が１，０００キ

ロリットル以上５，

０００キロリットル

未満の特定屋外タン

ク貯蔵所

１件につき 

４１０，００

０円

（イ） 危険物の貯蔵最大

数量が５，０００キ

ロリットル以上１０

，０００キロリット

ル未満の特定屋外タ

ンク貯蔵所

１件につき 

５４０，００

０円

（ウ） 危険物の貯蔵最大

数量が１０，０００

キロリットル以上５

０，０００キロリッ

トル未満の特定屋外

タンク貯蔵所

１件につき 

７００，００

０円

（エ） 危険物の貯蔵最大 １件につき 



数量が５０，０００

キロリットル以上１

００，０００キロリ

ットル未満の特定屋

外タンク貯蔵所

９６０，００

０円

（オ） 危険物の貯蔵最大

数量が１００，００

０キロリットル以上

２００，０００キロ

リットル未満の特定

屋外タンク貯蔵所

１件につき 

１，０９０，

０００円

（カ） 危険物の貯蔵最大

数量が２００，００

０キロリットル以上

３００，０００キロ

リットル未満の特定

屋外タンク貯蔵所

１件につき 

１，６６０，

０００円

（キ） 危険物の貯蔵最大

数量が３００，００

０キロリットル以上

４００，０００キロ

リットル未満の特定

屋外タンク貯蔵所

１件につき 

１，９００，

０００円

（ク） 危険物の貯蔵最大

数量が４００，００

０キロリットル以上

の特定屋外タンク貯

蔵所

１件につき 

２，１２０，

０００円

  エ 溶接部検査

（ア） 危険物の貯蔵最大

数量が１，０００キ

ロリットル以上５，

０００キロリットル

未満の特定屋外タン

ク貯蔵所

１件につき 

５３０，００

０円

（イ） 危険物の貯蔵最大

数量が５，０００キ

ロリットル以上１０

，０００キロリット

ル未満の特定屋外タ

ンク貯蔵所

１件につき 

６８０，００

０円

（ウ） 危険物の貯蔵最大

数量が１０，０００

キロリットル以上５

０，０００キロリッ

トル未満の特定屋外

タンク貯蔵所

１件につき 

１，０３０，

０００円

（エ） 危険物の貯蔵最大 １件につき 

数量が５０，０００

キロリットル以上１

００，０００キロリ

ットル未満の特定屋

外タンク貯蔵所

９２０，００

０円

（オ） 危険物の貯蔵最大

数量が１００，００

０キロリットル以上

２００，０００キロ

リットル未満の特定

屋外タンク貯蔵所

１件につき 

１，０４０，

０００円

（カ） 危険物の貯蔵最大

数量が２００，００

０キロリットル以上

３００，０００キロ

リットル未満の特定

屋外タンク貯蔵所

１件につき 

１，６００，

０００円

（キ） 危険物の貯蔵最大

数量が３００，００

０キロリットル以上

４００，０００キロ

リットル未満の特定

屋外タンク貯蔵所

１件につき 

１，８２０，

０００円

（ク） 危険物の貯蔵最大

数量が４００，００

０キロリットル以上

の特定屋外タンク貯

蔵所

１件につき 

２，０３０，

０００円

  エ 溶接部検査

（ア） 危険物の貯蔵最大

数量が１，０００キ

ロリットル以上５，

０００キロリットル

未満の特定屋外タン

ク貯蔵所

１件につき 

４９０，００

０円

（イ） 危険物の貯蔵最大

数量が５，０００キ

ロリットル以上１０

，０００キロリット

ル未満の特定屋外タ

ンク貯蔵所

１件につき 

６３０，００

０円

（ウ） 危険物の貯蔵最大

数量が１０，０００

キロリットル以上５

０，０００キロリッ

トル未満の特定屋外

タンク貯蔵所

１件につき 

９９０，００

０円

（エ） 危険物の貯蔵最大 １件につき 



数量が５０，０００

キロリットル以上１

００，０００キロリ

ットル未満の特定屋

外タンク貯蔵所

１，４１０，

０００円

（オ） 危険物の貯蔵最大

数量が１００，００

０キロリットル以上

２００，０００キロ

リットル未満の特定

屋外タンク貯蔵所

１件につき 

１，７８０，

０００円

（カ） 危険物の貯蔵最大

数量が２００，００

０キロリットル以上

３００，０００キロ

リットル未満の特定

屋外タンク貯蔵所

１件につき 

３，４３０，

０００円

（キ） 危険物の貯蔵最大

数量が３００，００

０キロリットル以上

４００，０００キロ

リットル未満の特定

屋外タンク貯蔵所

１件につき 

４，１９０，

０００円

（ク） 危険物の貯蔵最大

数量が４００，００

０キロリットル以上

の特定屋外タンク貯

蔵所

１件につき 

４，８００，

０００円

  オ 岩盤タンク検査

（ア） 危険物の貯蔵最大

数量が４００，００

０キロリットル未満

の屋外タンク貯蔵所

１件につき 

９，３２０，

０００円

（イ） 危険物の貯蔵最大

数量が４００，００

０キロリットル以上

５００，０００キロ

リットル未満の屋外

タンク貯蔵所

１件につき 

１２，６００

，０００円

（ウ） 危険物の貯蔵最大

数量が５００，００

０キロリットル以上

の屋外タンク貯蔵所

１件につき 

１７，３００

，０００円

 ［略］ ［略］

７ 法第１４条の３第１項又

は第２項の規定による特定

屋外タンク貯蔵所又は移送

取扱所の保安に関する検査

数量が５０，０００

キロリットル以上１

００，０００キロリ

ットル未満の特定屋

外タンク貯蔵所

１，３１０，

０００円

（オ） 危険物の貯蔵最大

数量が１００，００

０キロリットル以上

２００，０００キロ

リットル未満の特定

屋外タンク貯蔵所

１件につき 

１，７２０，

０００円

（カ） 危険物の貯蔵最大

数量が２００，００

０キロリットル以上

３００，０００キロ

リットル未満の特定

屋外タンク貯蔵所

１件につき 

３，３２０，

０００円

（キ） 危険物の貯蔵最大

数量が３００，００

０キロリットル以上

４００，０００キロ

リットル未満の特定

屋外タンク貯蔵所

１件につき 

４，０６０，

０００円

（ク） 危険物の貯蔵最大

数量が４００，００

０キロリットル以上

の特定屋外タンク貯

蔵所

１件につき 

４，６５０，

０００円

  オ 岩盤タンク検査

（ア） 危険物の貯蔵最大

数量が４００，００

０キロリットル未満

の屋外タンク貯蔵所

１件につき 

９，１００，

０００円

（イ） 危険物の貯蔵最大

数量が４００，００

０キロリットル以上

５００，０００キロ

リットル未満の屋外

タンク貯蔵所

１件につき 

１２，４００

，０００円

（ウ） 危険物の貯蔵最大

数量が５００，００

０キロリットル以上

の屋外タンク貯蔵所

１件につき 

１７，０００

，０００円

 ［略］ ［略］

７ 法第１４条の３第１項又

は第２項の規定による特定

屋外タンク貯蔵所又は移送

取扱所の保安に関する検査



 特定屋外タンク貯蔵所

（岩盤タンクに係る屋外

タンク貯蔵所を除く。）

  ア 危険物の貯蔵最大数

量が１，０００キロリ

ットル以上５，０００

キロリットル未満のも

の

１件につき 

３２０，００

０円

  イ 危険物の貯蔵最大数

量が５，０００キロリ

ットル以上１０，００

０キロリットル未満の

もの

１件につき 

４６０，００

０円

  ウ 危険物の貯蔵最大数

量が１０，０００キロ

リットル以上５０，０

００キロリットル未満

のもの

１件につき 

７５０，００

０円

  エ 危険物の貯蔵最大数

量が５０，０００キロ

リットル以上１００，

０００キロリットル未

満のもの

１件につき 

１，０２０，

０００円

  オ 危険物の貯蔵最大数

量が１００，０００キ

ロリットル以上２００

，０００キロリットル

未満のもの

１件につき 

１，３００，

０００円

  カ 危険物の貯蔵最大数

量が２００，０００キ

ロリットル以上３００

，０００キロリットル

未満のもの

１件につき 

３，１５０，

０００円

  キ 危険物の貯蔵最大数

量が３００，０００キ

ロリットル以上４００

，０００キロリットル

未満のもの

１件につき 

３，８７０，

０００円

  ク 危険物の貯蔵最大数

量が４００，０００キ

ロリットル以上のもの

１件につき 

４，４６０，

０００円

 岩盤タンクに係る特定

屋外タンク貯蔵所

  ア 危険物の貯蔵最大数

量が１，０００キロリ

ットル以上４００，０

００キロリットル未満

のもの

１件につき 

２，６９０，

０００円

 特定屋外タンク貯蔵所

（岩盤タンクに係る屋外

タンク貯蔵所を除く。）

  ア 危険物の貯蔵最大数

量が１，０００キロリ

ットル以上５，０００

キロリットル未満のも

の

１件につき 

３１０，００

０円

  イ 危険物の貯蔵最大数

量が５，０００キロリ

ットル以上１０，００

０キロリットル未満の

もの

１件につき 

４３０，００

０円

  ウ 危険物の貯蔵最大数

量が１０，０００キロ

リットル以上５０，０

００キロリットル未満

のもの

１件につき 

７２０，００

０円

  エ 危険物の貯蔵最大数

量が５０，０００キロ

リットル以上１００，

０００キロリットル未

満のもの

１件につき 

９６０，００

０円

  オ 危険物の貯蔵最大数

量が１００，０００キ

ロリットル以上２００

，０００キロリットル

未満のもの

１件につき 

１，２１０，

０００円

  カ 危険物の貯蔵最大数

量が２００，０００キ

ロリットル以上３００

，０００キロリットル

未満のもの

１件につき 

２，９５０，

０００円

  キ 危険物の貯蔵最大数

量が３００，０００キ

ロリットル以上４００

，０００キロリットル

未満のもの

１件につき 

３，６２０，

０００円

  ク 危険物の貯蔵最大数

量が４００，０００キ

ロリットル以上のもの

１件につき 

４，１７０，

０００円

 岩盤タンクに係る特定

屋外タンク貯蔵所

  ア 危険物の貯蔵最大数

量が１，０００キロリ

ットル以上４００，０

００キロリットル未満

のもの

１件につき 

２，６６０，

０００円



  イ 危険物の貯蔵最大数

量が４００，０００キ

ロリットル以上５００

，０００キロリットル

未満のもの

１件につき 

３，２３０，

０００円

  ウ 危険物の貯蔵最大数

量が５００，０００キ

ロリットル以上のもの

１件につき 

４，８３０，

０００円

 ［略］ ［略］

８～１５ ［略］

１６ 高圧ガス保安法（昭和

２６年法律第２０４号）第

５条第１項の規定による高

圧ガスの製造の許可の申請

に対する審査

 高圧ガス保安法第５条

第１項第１号に該当する

者（次号に掲げる者を除

く。）

  ア 処理容積（圧縮、液

化その他の方法で１日

に処理することができ

るガスの容積をいう。

以下この項、次項及び

   第２２項において同じ。

   ）が１０，０００，０

００立方メートル以上

の設備

１件につき 

５６０，００

０円

  イ 処理容積が１，００

０，０００立方メート

ル以上１０，０００，

０００立方メートル未

満の設備

１件につき 

３４０，００

０円

  ウ 処理容積が５００，

０００立方メートル以

上１，０００，０００

立方メートル未満の設

備

１件につき 

２２０，００

０円

  エ 処理容積が１００，

０００立方メートル以

上５００，０００立方

メートル未満の設備

１件につき 

１４０，００

０円

  オ 処理容積が２５，０

００立方メートル以上

１００，０００立方メ

ートル未満の設備

１件につき 

１１０，００

０円

  カ 処理容積が５，００

０立方メートル以上２

１件につき 

８６，０００

  イ 危険物の貯蔵最大数

量が４００，０００キ

ロリットル以上５００

，０００キロリットル

未満のもの

１件につき 

３，１９０，

０００円

  ウ 危険物の貯蔵最大数

量が５００，０００キ

ロリットル以上のもの

１件につき 

４，７９０，

０００円

 ［略］ ［略］

８～１５ ［略］



５，０００立方メート

ル未満の設備

円

  キ 処理容積が１，００

０立方メートル以上５

，０００立方メートル

未満の設備

１件につき 

６８，０００

円

  ク 処理容積が２００立

方メートル以上１，０

００立方メートル未満

の設備

１件につき 

５４，０００

円

  ケ 処理容積が１００立

方メートル以上２００

立方メートル未満の設

備

１件につき 

３１，０００

円

 高圧ガス保安法第５条

第１項第１号に該当する

者であって移動式製造設

備（高圧ガスの製造のた

めの設備で移動すること

ができるように設計した

ものをいう。次項及び第

２２項において同じ。）

のみを使用して高圧ガス

の製造をするもの

  ア 処理容積が１０，０

００，０００立方メー

トル以上の設備

１件につき 

９１，０００

円

  イ 処理容積が５，００

０，０００立方メート

ル以上１０，０００，

０００立方メートル未

満の設備

１件につき 

７５，０００

円

  ウ 処理容積が１，００

０，０００立方メート

ル以上５，０００，０

００立方メートル未満

の設備

１件につき 

６０，０００

円

  エ 処理容積が５００，

０００立方メートル以

上１，０００，０００

立方メートル未満の設

備

１件につき 

４４，０００

円

  オ 処理容積が１００，

０００立方メートル以

上５００，０００立方

メートル未満の設備

１件につき 

２７，０００

円

  カ 処理容積が２５，０

００立方メートル以上

１件につき 

２１，０００



１００，０００立方メ

ートル未満の設備

円

  キ 処理容積が５，００

０立方メートル以上２

５，０００立方メート

ル未満の設備

１件につき 

１６，０００

円

  ク 処理容積が１，００

０立方メートル以上５

，０００立方メートル

未満の設備

１件につき 

１３，０００

円

  ケ 処理容積が２００立

方メートル以上１，０

００立方メートル未満

の設備

１件につき 

１１，０００

円

  コ 処理容積が１００立

方メートル以上２００

立方メートル未満の設

備

１件につき 

７，４００円

 高圧ガス保安法第５条

第１項第２号に該当する

者

  ア 冷凍能力が３，００

０トン以上の設備

１件につき 

１１０，００

０円

  イ 冷凍能力が１，００

０トン以上３，０００

トン未満の設備

１件につき 

８７，０００

円

  ウ 冷凍能力が３００ト

ン以上１，０００トン

未満の設備

１件につき 

６８，０００

円

  エ 冷凍能力が１００ト

ン以上３００トン未満

の設備

１件につき 

５４，０００

円

  オ 冷凍能力が２０トン

以上１００トン未満の

設備

１件につき 

３６，０００

円

１７ 高圧ガス保安法第１４

条第１項の規定による高圧

ガスの製造のための施設の

位置、構造若しくは設備の

変更の工事又は製造をする

高圧ガスの種類若しくは製

造の方法の変更の許可の申

請に対する審査

 高圧ガス保安法第５条

第１項第１号に該当する

同項の許可を受けた者（

次号に掲げる者を除く。



）

  ア 変更後の処理容積が

変更前の処理容積（当

該変更が設備の全部又

は一部を撤去し、当該

撤去する設備に代えて

新たに設備を設置する

ものである場合にあっ

ては、変更前の処理容

積から当該撤去する設

備に係る処理容積を控

除した容積。以下この

項において同じ。）に

比して１０，０００，

０００立方メートル以

上増加する場合

１件につき 

３７０，００

０円

  イ 変更後の処理容積が

変更前の処理容積に比

して１，０００，００

０立方メートル以上１

０，０００，０００立

方メートル未満増加す

る場合

１件につき 

２２０，００

０円

  ウ 変更後の処理容積が

変更前の処理容積に比

して５００，０００立

方メートル以上１，０

００，０００立方メー

トル未満増加する場合

１件につき 

１５０，００

０円

  エ 変更後の処理容積が

変更前の処理容積に比

して１００，０００立

方メートル以上５００

，０００立方メートル

未満増加する場合

１件につき 

９３，０００

円

  オ 変更後の処理容積が

変更前の処理容積に比

して２５，０００立方

メートル以上１００，

０００立方メートル未

満増加する場合

１件につき 

６９，０００

円

  カ 変更後の処理容積が

変更前の処理容積に比

して５，０００立方メ

ートル以上２５，００

０立方メートル未満増

加する場合

１件につき 

６１，０００

円

  キ 変更後の処理容積が

変更前の処理容積に比

１件につき 

５７，０００



して１，０００立方メ

ートル以上５，０００

立方メートル未満増加

する場合

円

  ク 変更後の処理容積が

変更前の処理容積に比

して２００立方メート

ル以上１，０００立方

メートル未満増加する

場合

１件につき 

３９，０００

円

  ケ 変更後の処理容積が

変更前の処理容積に比

して２００立方メート

ル未満増加する場合

１件につき 

２６，０００

円

  コ その他の場合 １件につき 

１６，０００

円

 高圧ガス保安法第５条

第１項第１号に該当する

同項の許可を受けた者で

あって移動式製造設備の

みを使用して高圧ガスの

製造をするもの

  ア 変更後の処理容積が

変更前の処理容積に比

して１０，０００，０

００立方メートル以上

増加する場合

１件につき 

６５，０００

円

  イ 変更後の処理容積が

変更前の処理容積に比

して５，０００，００

０立方メートル以上１

０，０００，０００立

方メートル未満増加す

る場合

１件につき 

５３，０００

円

  ウ 変更後の処理容積が

変更前の処理容積に比

して１，０００，００

０立方メートル以上５

，０００，０００立方

メートル未満増加する

場合

１件につき 

４４，０００

円

  エ 変更後の処理容積が

変更前の処理容積に比

して５００，０００立

方メートル以上１，０

００，０００立方メー

トル未満増加する場合

１件につき 

３１，０００

円



  オ 変更後の処理容積が

変更前の処理容積に比

して１００，０００立

方メートル以上５００

，０００立方メートル

未満増加する場合

１件につき 

１８，０００

円

  カ 変更後の処理容積が

変更前の処理容積に比

して２５，０００立方

メートル以上１００，

０００立方メートル未

満増加する場合

１件につき 

１４，０００

円

  キ 変更後の処理容積が

変更前の処理容積に比

して５，０００立方メ

ートル以上２５，００

０立方メートル未満増

加する場合

１件につき 

１２，０００

円

  ク 変更後の処理容積が

変更前の処理容積に比

して１，０００立方メ

ートル以上５，０００

立方メートル未満増加

する場合

１件につき 

９，２００円

  ケ 変更後の処理容積が

変更前の処理容積に比

して２００立方メート

ル以上１，０００立方

メートル未満増加する

場合

１件につき 

８，２００円

  コ 変更後の処理容積が

変更前の処理容積に比

して２００立方メート

ル未満増加する場合

１件につき 

５，１００円

  サ その他の場合 １件につき 

３，２００円

 高圧ガス保安法第５条

第１項第２号に該当する

同項の許可を受けた者

  ア 変更後の冷凍能力が

変更前の冷凍能力（当

該変更が設備の全部又

は一部を撤去し、当該

撤去する設備に代えて

新たに設備を設置する

ものである場合にあっ

ては、変更前の冷凍能

力から当該撤去する設

備に係る冷凍能力を控

１件につき 

６９，０００

円



除した能力。以下この

項において同じ。）に

比して３，０００トン

以上増加する場合

  イ 変更後の冷凍能力が

変更前の冷凍能力に比

して１，０００トン以

上３，０００トン未満

増加する場合

１件につき 

６２，０００

円

  ウ 変更後の冷凍能力が

変更前の冷凍能力に比

して３００トン以上１

，０００トン未満増加

する場合

１件につき 

５５，０００

円

  エ 変更後の冷凍能力が

変更前の冷凍能力に比

して１００トン以上３

００トン未満増加する

場合

１件につき 

３８，０００

円

  オ 変更後の冷凍能力が

変更前の冷凍能力に比

して１００トン未満増

加する場合

１件につき 

３０，０００

円

  カ その他の場合 １件につき 

１６，０００

円

１８ 高圧ガス保安法第１６

条第１項の規定による高圧

ガスの貯蔵所の設置の許可

の申請に対する審査

１件につき 

２５，０００

円

１９ 高圧ガス保安法第１９

条第１項の規定による第一

種貯蔵所の位置、構造又は

設備の変更の工事の許可の

申請に対する審査

 変更後の貯蔵容積が変

更前の貯蔵容積に比して

増加する場合

１件につき 

１４，０００

円

 その他の場合 １件につき 

１１，０００

円

２０ 高圧ガス保安法第２０

条第１項又は第３項の規定

による高圧ガスの製造のた

めの施設又は第一種貯蔵所

の完成検査

 高圧ガス保安法第２０

条第１項の規定による高

第１６項各号

に掲げる高圧



圧ガスの製造のための施

設の完成検査

ガスの製造の

許可の申請を

行う者及び設

備の区分に応

じ、それぞれ

当該手数料の

金額の４分の

３に相当する

金額（高圧ガ

ス保安法第５

条第１項の許

可に係る液化

石油ガスの製

造のための施

設であって、

液化石油ガス

の保安の確保

及び取引の適

正化に関する

法律（昭和４

２年法律第１

４９号。以下

「液化石油ガ

ス法」という。

）第３７条の

３第１項の完

成検査を受け、

同法第３７条

の技術上の基

準に適合して

いると認めら

れたものの完

成検査にあっ

ては、６，１

００円）

 高圧ガス保安法第２０

条第１項の規定による第

一種貯蔵所の完成検査

１件につき 

１８，７５０

円

 高圧ガス保安法第２０

条第３項の規定による高

圧ガスの製造のための施

設の完成検査

第１７項各号

に掲げる高圧

ガスの製造の

ための施設の

位置、構造若

しくは設備の

変更の工事又

は製造をする

高圧ガスの種

類若しくは製

造の方法の変

更の許可の申



請を行う者及

び場合の区分

に応じ、それ

ぞれ当該手数

料の金額の４

分の３に相当

する金額（高

圧ガス保安法

第１４条第１

項の許可に係

る液化石油ガ

スの製造のた

めの施設であ

って、液化石

油ガス法第３

７条の３第１

項の完成検査

を受け、同法

第３７条の技

術上の基準に

適合している

と認められた

ものの完成検

査にあっては、

６，１００円

）

 高圧ガス保安法第２０

条第３項の規定による第

一種貯蔵所の完成検査

前項各号に掲

げる場合の区

分に応じ、そ

れぞれ当該手

数料の金額の

４分の３に相

当する金額

２１ 高圧ガス保安法第２２

条第１項の規定による輸入

をした高圧ガス及びその容

器の検査

 容積１，０００立方メ

ートル以上（液化ガスに

あっては、質量１０トン

以上）の高圧ガスに係る

検査

１件につき 

２７，０００

円

 容積３００立方メート

ル以上１，０００立方メ

ートル未満（液化ガスに

あっては、質量３トン以

上１０トン未満）の高圧

ガスに係る検査

１件につき 

２１，０００

円

 容積３００立方メート １件につき 



  ル未満（液化ガスにあっ

ては、質量３トン未満）

の高圧ガスに係る検査

１３，０００

円

２２ 高圧ガス保安法第３５

条第１項の規定による特定

施設の保安検査

 高圧ガス保安法第５条

第１項第１号に該当する

同項の許可を受けた者（

次号に掲げる者を除く。

）

  ア 処理容積が１０，０

００，０００立方メー

トル以上の設備

１件につき 

６１０，００

０円

  イ 処理容積が１，００

０，０００立方メート

ル以上１０，０００，

０００立方メートル未

満の設備

１件につき 

３７０，００

０円

  ウ 処理容積が５００，

０００立方メートル以

上１，０００，０００

立方メートル未満の設

備

１件につき 

２５０，００

０円

  エ 処理容積が１００，

０００立方メートル以

上５００，０００立方

メートル未満の設備

１件につき 

１５０，００

０円

  オ 処理容積が２５，０

００立方メートル以上

１００，０００立方メ

ートル未満の設備

１件につき 

１２０，００

０円

  カ 処理容積が５，００

０立方メートル以上２

５，０００立方メート

ル未満の設備

１件につき 

９５，０００

円

  キ 処理容積が１，００

０立方メートル以上５

，０００立方メートル

未満の設備

１件につき 

７５，０００

円

  ク 処理容積が２００立

方メートル以上１，０

００立方メートル未満

の設備

１件につき 

６０，０００

円

  ケ 処理容積が１００立

方メートル以上２００

立方メートル未満の設

備

１件につき 

３３，０００

円



 高圧ガス保安法第５条

第１項第１号に該当する

同項の許可を受けた者で

あって移動式製造設備の

みを使用して高圧ガスの

製造をするもの

  ア 処理容積が１０，０

００，０００立方メー

トル以上の設備

１件につき 

９５，０００

円 

  イ 処理容積が５，００

０，０００立方メート

ル以上１０，０００，

０００立方メートル未

満の設備

１件につき 

８０，０００

円 

  ウ 処理容積が１，００

０，０００立方メート

ル以上５，０００，０

００立方メートル未満

の設備

１件につき 

６４，０００

円 

  エ 処理容積が５００，

０００立方メートル以

上１，０００，０００

立方メートル未満の設

備

１件につき 

４７，０００

円 

  オ 処理容積が１００，

０００立方メートル以

上５００，０００立方

メートル未満の設備

１件につき 

３１，０００

円 

  カ 処理容積が２５，０

００立方メートル以上

１００，０００立方メ

ートル未満の設備

１件につき 

２２，０００

円 

  キ 処理容積が５，００

０立方メートル以上２

５，０００立方メート

ル未満の設備

１件につき 

２０，０００

円 

  ク 処理容積が１，００

０立方メートル以上５

，０００立方メートル

未満の設備

１件につき 

１５，０００

円 

  ケ 処理容積が２００立

方メートル以上１，０

００立方メートル未満

の設備

１件につき 

１２，０００

円 

  コ 処理容積が１００立

方メートル以上２００

立方メートル未満の設

備

１件につき 

７，７００円 



 高圧ガス保安法第５条

第１項第２号に該当する

同項の許可を受けた者

  ア 冷凍能力が３，００

０トン以上の設備

１件につき 

１２０，００

０円 

  イ 冷凍能力が１，００

０トン以上３，０００

トン未満の設備

１件につき 

９５，０００

円 

  ウ 冷凍能力が３００ト

ン以上１，０００トン

未満の設備

１件につき 

７６，０００

円 

  エ 冷凍能力が１００ト

ン以上３００トン未満

の設備

１件につき 

６０，０００

円 

  オ 冷凍能力が２０トン

以上１００トン未満の

設備

１件につき 

４２，０００

円 

２３ 高圧ガス保安法施行令

（平成９年政令第２０号）

第１８条第２項第３号の規

定に基づく高圧ガス保安法

第４４条第１項に規定する

容器検査又は同令第１８条

第２項第４号の規定による

同法第４９条第１項に規定

する容器再検査

 温度零下５０度以下の

液化ガスを充 するため

の容器に係る容器検査又

は容器再検査

  ア 内容積１，０００リ

ットル以上の容器

１個につき１

６，０００円

に１，０００

リットル又は

１，０００リ

ットルに満た

ない端数を増

すごとに１，

６００円を加

えた金額 

  イ 内容積５００リット

ル以上１，０００リッ

トル未満の容器

１個につき 

１６，０００

円 

  ウ 内容積５００リット

ル未満の容器

１個につき 

６，６００円 

 繊維強化プラスチック

複合容器又は圧縮天然ガ



ス自動車燃料装置用容器

（前号に規定する容器を

除く。）に係る容器検査

又は容器再検査

  ア 内容積１５０リット

ル以上の容器

１個につき３

２０円に１０

リットル又は

１０リットル

に満たない端

数を増すごと

に５７円を加

えた金額 

  イ 内容積３０リットル

以上１５０リットル未

満の容器

１個につき 

３２０円 

  ウ 内容積５リットル以

上３０リットル未満の

容器

１個につき 

２６０円 

  エ 内容積１リットル以

上５リットル未満の容

器

１個につき 

１６０円 

  オ 内容積１リットル未

満の容器

１個につき 

１５０円 

 高強度鋼容器（前２号

に規定する容器を除く。

）に係る容器検査又は容

器再検査

  ア 内容積３０リットル

以上の容器

１個につき２

１０円に１０

リットル又は

１０リットル

に満たない端

数を増すごと

に３円を加え

た金額 

  イ 内容積５リットル以

上３０リットル未満の

容器

１個につき 

２１０円 

  ウ 内容積１リットル以

上５リットル未満の容

器

１個につき 

１６０円 

  エ 内容積１リットル未

満の容器

１個につき 

１４０円 

 その他の容器に係る容

器検査又は容器再検査

  ア 内容積１，０００リ

ットル以上の容器

１個につき７

，１００円に

１，０００リ



ットル又は１

，０００リッ

トルに満たな

い端数を増す

ごとに３８０

円を加えた金

額 

  イ 内容積５００リット

ル以上１，０００リッ

トル未満の容器

１個につき 

７，１００円 

  ウ 内容積１５０リット

ル以上５００リットル

未満の容器

１個につき 

８００円 

  エ 内容積３０リットル

以上１５０リットル未

満の容器

１個につき 

２１０円 

  オ 内容積５リットル以

上３０リットル未満の

容器

１個につき 

１７０円 

  カ 内容積１リットル以

上５リットル未満の容

器

１個につき 

１１０円 

  キ 内容積１リットル未

満の容器

１個につき 

８０円 

２４ 高圧ガス保安法施行令

第１８条第２項第６号の規

定による高圧ガス保安法第

４９条の２第１項に規定す

る附属品検査又は同令第１

８条第２項第７号の規定に

よる同法第４９条の４第１

項に規定する附属品再検査

 圧縮天然ガス自動車燃

料装置用容器、圧縮水素

自動車燃料装置用容器又

は圧縮水素運送自動車用

容器に装置される附属品

に係る附属品検査又は附

属品再検査

  ア 内容積１５０リット

ル以上の容器

１個につき 

３１円 

  イ 内容積１５０リット

ル未満の容器

１個につき 

２４円 

 その他の容器に装置さ

れる附属品に係る附属品

検査又は附属品再検査

  ア 内容積１，０００リ

ットル以上の容器

１個につき 

１，１００円 



  イ 内容積５００リット

ル以上１，０００リッ

トル未満の容器

１個につき 

５４０円 

  ウ 内容積５００リット

ル未満の容器

１個につき 

２１円 

２５ 高圧ガス保安法施行令

第１８条第２項第８号の規

定による高圧ガス保安法第

５０条第３項に規定する容

器検査所の登録又は登録の

更新の申請に対する審査

１件につき 

１６，０００

円 

２６ 高圧ガス保安法施行令

第１８条第２項第３号の規

定による高圧ガス保安法第

５４条第２項に規定する容

器に充 する高圧ガスの種

類又は圧力の変更に係る刻

印等

１件につき 

１，４００円 

２７ 液化石油ガス法第３７

条の４第１項の規定による

充 設備による液化石油ガ

スの充 の許可の申請に対

する審査

２８，０００

円に充 設備

の数を乗じて

得た金額 

２８ 液化石油ガス法第３７

条の４第３項において準用

する同法第３７条の２第１

項の規定による充 設備の

所在地、構造、設備又は装

置の変更の許可の申請に対

する審査

１７，０００

円に充 設備

の数を乗じて

得た金額

２９ 液化石油ガス法第３７

条の４第４項において準用

する同法第３７条の３第１

項の規定による同法第３７

条の４第１項の許可に係る

充 設備の完成検査

３６，０００

円に充 設備

の数を乗じて

得た金額

３０ 液化石油ガス法第３７

条の４第４項において準用

する同法第３７条の３第１

項の規定による同法第３７

条の４第３項において準用

する同法第３７条の２第１

項の許可に係る充 設備の

完成検査

２７，０００

円に充 設備

の数を乗じて

得た金額

３１ 液化石油ガス法第３７

条の６第１項の規定による

充 設備の保安検査

２７，０００

円に充 設備

の数を乗じて

得た金額



３２ ［略］ １６ ［略］

附 則

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。


